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シンプルｅでんき

電気料金の見直し内容について

【 シンプルｅでんき： 電気料金見直しの概要】

2023年12月1日

• 2024年4月より、電気料金の見直し（料金の算定方法および料金単価の見直し、適用
期間の見直し、定額制プランの新規受付停止）をいたします。

• お客さまにはご不便をお掛けいたしますが、引き続き、「あおぞらチャージサービス」専用プラン
としての利便性向上を図るとともに、電気の効率的なご利用方法などのご提案に取り組ん
でまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

シンプルｅでんき 2024年4月以降の扱い

従量制プラン

使った分だけ（電化） ・電気料金見直し
（算定方法の変更および料金単価見直し）

・適用期間見直し使った分だけ（ガス併用）

定額制プラン

定額350（電化） ・新規お申込み受付停止

・電気料金見直し
（算定方法の変更および料金単価見直し）

・適用期間見直し定額150 (ガス併用)

各プランの電気料金見直しの概要は以下のとおりです。

詳細は次ページ以降をご確認ください。

料金単価等については、託送料金の見直し等を踏まえて変更する場合がありますので、確定次第、

お知らせいたします。

※「あおぞらチャージサービス」は東北電力ソーラーeチャージ㈱が提供するサービスです。
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●実施時期

2024年5月分(2024年4月検針日)以降の電気料金から見直しいたします。

●見直しの内容

• 料金算定方法の変更：燃料費調整制度にもとづく燃料費等調整の導入、
再生可能エネルギー発電促進賦課金変動分の反映

• 上記の料金算定方法変更に伴う料金単価の見直し

【新たな料金単価】

※1 従量料金は、電気ご使用量1kWhあたりの単価となります。
※2 定額料金は、1契約あたりの単価、従量料金は、定額電力量をこえる電気ご使用量1kWhあたりの単価となります。
※3 現行単価では、消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を含みますが、新単価では、消費税等相当

額を含み、燃料費調整制度にもとづく燃料費等調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を含みません。

シンプルｅでんき ［従量制プラン］ 現行単価※3 新単価※3 見直し幅

使った分だけ(電化) 従量料金※1 40円00銭 39円20銭 △0円80銭

使った分だけ(ガス併用) 従量料金※1 43円00銭 42円60銭 △0円40銭

※ 引越し等にともない、新たに電気を使用される場合は、2024年4月分の料金についても、新たな料金が適用される場合が
あります。詳細は、見直し後の個別約款をご確認ください。

①電気料金の見直し

（税込）

シンプルｅでんき［定額制プラン］ 現行単価※3 新単価※3 見直し幅

定額350(電化)
定額料金※2 13,600円00銭 13,400円00銭 △200円00銭

[定額電力量 350kWh] 従量料金※2 40円00銭 39円20銭 △0円80銭

定額150(ガス併用)
定額料金※2 6,000円00銭 5,950円00銭 △50円00銭

[定額電力量 150kWh] 従量料金※2 43円00銭 42円60銭 △0円40銭

（税込）

（現行） （見直し後）

従量料金 従量料金

＋ 再エネ賦課金
± 燃料費等調整額
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シンプルｅでんきの適用期間について、あおぞらチャージサービスの適用期間に
合わせて見直しいたします。（2024年4月1日より適用）

②適用期間の見直し

③定額制プランの新規お申込み受付停止

「定額350（電化）」、「定額150（ガス併用）」について、
2024年4月1日以降の新規お申込みの受付を停止いたします。

現行 見直し後

料金適用開始の日から10年間 料金適用開始の日から、あおぞらチャージ
サービスの適用が終了するまでの期間

2024年3月31日時点で上記の定額制プランをご契約されているお客さまおよび2024年3月31日
までに新規お申込みをいただいたお客さまについては、2024年4月1日以降もご契約いただけます。
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見直し後の「あおぞらチャージ with シンプルｅでんき」
毎月のお支払いイメージ（15年契約の場合）

電気料金見直し後の「あおぞらチャージサービス with シンプルｅでんき」のお支払いイメージは以下の
とおりです。あおぞらチャージサービスのご利用により、電気料金のご負担が軽減されます。

◆「あおぞらチャージサービス(eチャージ7) + シンプルｅでんき 使った分だけ(電化)」の場合

◆「あおぞらチャージサービス(ソーラープラン) + シンプルｅでんき 使った分だけ(電化) 」の場合

（算定条件）

●太陽光発電は出力9.02kW。 ●サービス利用前の電気料金は、契約容量10kVA、電気ご使用量は約750kWh/月とし、東北電力「よりそう＋スマー
トタイム」を適用。●サービス利用期間中の電気料金は、「シンプルｅでんき 使った分だけ（電化）」を適用。電気ご使用量は、電力会社からの購入分が
約500kWh/月、自家消費分が約250kWh/月。 ●サービス終了後は、契約容量10kVA、東北電力「よりそう+スマートタイム」の料金を適用。 ●それ
ぞれの期間の電気料金における燃料費調整額は0.00円/kWh、再エネ賦課金は1.40円/kWh。 ●16年目以降は、余剰電力を東北電力の「ツナガル
でんき」9.00円/kWhで売電し、電気料金と相殺。 ●価格はすべて税込。 ●一部、エコキュートの沸き上げ時間の昼間シフトを考慮しています。 ●あく
までも一般的なモデルであり、金額をお約束するものではありません。 ●燃料費等調整額の変動やお客さまの電気使用状況により、お支払い金額は変動
します。必ずしもお得になるとは限りません。

29,320円/月 25,510円/月 15,920円/月

電気料金

サービス料金

電気料金
(売電収入を相殺)

サービスを利用すると
3,810円削減!

16年目以降は毎月おトク!
13,400円削減!

電気料金

29,320円/月 31,960円/月 13,090円/月

サービス料金

電気料金
(売電収入を相殺)

16年目以降は毎月おトク!
16,230円削減!

電気料金

2,640円実質

で「エコ」と「安心」

サービス利用中
（1～15年目）

サービス終了後
(16年目以降)

サービス利用前

サービス利用中
（1～15年目）

サービス終了後
(16年目以降)

サービス利用前

（算定条件）

●太陽光発電は出力8.0kW、蓄電池は7.4kWh。 ●サービス利用前の電気料金は、契約容量10kVA、電気ご使用量は約750kWh/月とし、東北
電力「よりそう＋スマートタイム」を適用。 ●サービス利用期間中の電気料金は、「シンプルｅでんき 使った分だけ（電化）」を適用。 電気ご使用量は、電
力会社からの購入分が約360kWh/月、自家消費分が約390kWh/月。 ●サービス終了後は、契約容量10kVA、東北電力「よりそう+スマートタイム」
の料金を適用。 ●それぞれの期間の電気料金における燃料費調整額は0.00円/kWh、再エネ賦課金は1.40円/kWh。 ●16年目以降は、余剰電
力を東北電力の「ツナガルでんき」9.00円/kWhで売電し、電気料金と相殺。 ●価格はすべて税込。 ●一部、エコキュートの沸き上げ時間の昼間シフト
を考慮しています。 ●あくまでも一般的なモデルであり、金額をお約束するものではありません。 ●燃料費等調整額の変動やお客さまの電気ご使用状況
により、お支払い金額は変動するため、料金が高くなる場合がございます。

25年間で

約230万円
おトクに！

電気料金
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• 本件に関する当社「お知らせ」情報

› 2023年12月1日当社お知らせ 「シンプルｅでんきの電気料金の見直しについて」

お問い合わせ先

本内容についてのお問い合わせは、下記までお願いいたします。

■よくあるご質問・お問い合わせフォーム
https://support.tohoku-frontier.co.jp/hc/ja/

■東北電力フロンティア カスタマーセンター 050-3189-4031
＜受付時間＞ 月～金 9:00～17:00 （土日祝日・年末年始を除く）

• 東北電力ソーラーｅチャージ株式会社 ホームページ

（「あおぞらチャージサービス」の詳細について、こちらからご覧いただけます）

関連リンク

国による電気料金の負担軽減措置について

その他

◆約款の変更点について
約款の変更点および、変更後の個別約款についてはこちらからご確認ください。

◆お客さまへのご案内について
当社とご契約のお客さまへは別途、本内容等についてメールでご案内いたします。

◆託送料金変動分の反映について
• 2024年度から発電側課金制度が導入されることに伴い、お客さまへ電気をお届けする際に使用

する送配電設備の使用料に該当する「託送料金」の見直しが予定されております。

• 託送料金の見直しにあたっては、一般送配電事業者（東北電力ネットワーク）による経済産業
大臣への託送供給等約款の認可が必要となりますが、現時点で認可前の状況であることから、
本紙に記載している料金には、当該見直し分を反映しておりません。

• 託送料金の見直しによる変動分については、ご契約いただいているすべてのお客さまを対象に、
2024年4月のご使用分から電気料金に反映することとしており、確定次第お知らせいたします。

※ 発電側課金は、電力系統を効率的に利用するとともに、再生可能エネルギー導入拡大に向けた系統増強を効率的かつ確実に行うため、現状は小
売電気事業者等が負担している送配電設備の維持・拡充に必要な費用について、系統利用者である発電事業者等に一部の負担を求め、より公平な
費用負担とする制度であり、2024年度からの導入が予定されています。

• 当社は、国の補助事業にもとづき、電気料金の負担軽減措置（値引き）を実施しています。
料金見直し後も、同措置の対象期間中は、お客さまの毎月の電気料金に値引額を反映して算定
いたします。（対象時期に応じて、値引額は異なります。）

• 国の補助に関する詳細については、こちらをご参照ください。
（プランごとの算定方法や値引例についてもご確認いただけます）

https://www.tohoku-frontier.co.jp/news/652/
https://support.tohoku-frontier.co.jp/hc/ja/
https://www.tohoku-sec.co.jp/
https://www.tohoku-frontier.co.jp/procedure/clause/
https://www.tohoku-frontier.co.jp/plan/other/kuni_kanwa/

